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公 告 

 

 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17 年三重県条例第 1 号）第 6 条の規定に基づく三重県の

人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。 

  令和 2年 9月 30 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   
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（２）採用選考の状況 

各任命権者から人事委員会あてに申請のあった採用選考（国の機関等からの割愛採用等。選

考職種採用は除く。）の状況は、下表のとおりでした。（令和元年度中に任用したもの） 

                               （単位：人） 

任命権者 

職級 
知事等 教育委員会 警察本部長 計 

部長級    0 

次長級 2   2 

課長級 11 5 2 18 

課長補佐級 16 13  29 

主査級 16 5 1 22 

主任級 15 2  17 

主事級 12   12 

警視   6 6 

警部    0 

警部補    0 

巡査部長    0 

巡査    0 

計 72 25 9 106 

 

２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告・勧告の状況 

令和元年10月11日、人事委員会は、地方公務員法の規定に基づき、県議会議長及び知事に対し、

県職員の人事管理や給与等について報告を行い、併せて給与の改定について勧告を行いました。 

（１）人事管理に関する報告 

  ア 人材の確保・育成 

（ア）人材の確保 

・採用試験の受験者数が減少傾向にあり、受験者数の確保に向けた取組が必要です。 

・受験者確保に取り組む際は、県と受験者の間で、職員に求める能力や仕事の内容等に認識

のずれが生じないよう、マッチングを意識することが重要です。 

（イ）人材の育成・活用 

・若手・中堅職員は、現在よりも早期にマネジメント層に登用される可能性があることから、

計画的で適切な育成と職員自身の主体的な能力向上の取組が必要です。 

・高齢層職員は、これまでの豊富な経験から得た知識・技術を次世代の職員へ継承していく

という意識を持つことが必要です。 

・RPA等による業務の効率化が見込まれる中、職員には、RPA等が具備しない新しい価値の

創造、責任感に裏付けられた行動力や立場・価値観の相違を超えて調整する能力等が必要

です。 

・世代や性差、職員の抱える事情にかかわりなく、全職員が高い意欲を持って働きがいを感

じられるよう、多面的・長期的な視点から人材活用を進めることが重要です。 

（ウ）不祥事及び不適切事務の防止に向けた取組の徹底 

 ・非違行為に対しては厳正な対応を行うとともに、職員の不断の資質向上と、職員が意欲的

に仕事に取り組める環境づくりを進めることが必要です。 

 ・職員が孤立しないよう周りの職員が気遣える組織であることや、先端技術を活用した業務

の効率化等により職員の業務負担の軽減を図ることが必要です。 
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イ 能力・実績に基づく人事管理の推進と組織力の向上 

 ・各任命権者における人事評価では、比較的高い水準への評語の偏りや、評価者による評価

結果の差異など、運用における客観性の確保が懸念されるため、下位の評語を含め、各評

語の水準や職級に応じた適正な評価を行い、勤務成績が良好でない職員については、降任・

免職等の分限処分も含めた厳正な対応を行うことも必要です。 

 ・人事評価の目的とされる人材育成の効果を挙げるには、目標の設定と管理が重要であり、

その設定にあたっては、背伸びをして手を伸ばさないとつかめないような難度（ストレッ

チゴール）の目標を設定するとともに、評価者の異動等によって一貫性のない目標になら

ないよう措置を講じることが必要です。 

 ・知事部局の職員年齢構成等を鑑みれば、一般的なキャリア形成とは別に、現在実施されて

いる専門監制度、スペシャリストコース制度といった複線型人事管理の仕組みを拡充し、

全職員が能力を発揮し充実したキャリアデザインを描けるよう取組を進めることが必要で

す。 

 

  ウ ワーク・ライフ・マネジメントの推進と勤務環境の整備 

（ア）長時間労働の是正と健康対策の推進 

・職員の健康確保の観点等から、「長時間労働を是正する」という時間外勤務命令の上限等に

係る制度趣旨を正しく理解し、組織全体で業務の削減や平準化などに取り組むことが必要

です。 

（イ）知事部局等における取組の推進 

・時間外勤務の部局内二極化の解消に向け、部局の幹部職員等は、特定の職員に時間外勤務

を偏らせないという視点を強く持ち、地域機関を含む部局内の人員や業務の配分、課等を

越えた応援体制の取組などを適切に行うことが必要です。 

（ウ）学校現場における労務管理の推進 

 ・教員の長時間勤務の縮減を図るため、勤務環境の整備を進めるとともに、教員一人ひとり

が働き方改革の必要性を真に理解することが必要です。 

 ・教員の健康確保のため、県教育委員会や市町教育委員会による労務管理や、各学校におけ

る管理職員のマネジメントをこれまで以上に進めることが必要です。 

（エ）警察における労務管理の推進 

・警察職員のワーク・ライフ・バランスの確保に向け、全所属における的確な労務管理と組

織全体での取組の展開が必要です。 

・勤務の特殊性から警察署全体が他律的所属として整理がされており、警察署内の課の枠を

超えた業務平準化に取り組むことが必要です。 

（オ）仕事と家庭の両立支援 

 ・管理職員をはじめ職員一人ひとりが、育児・介護や障がいなど様々な事情を有する職員を

共感を持って理解し、柔軟で多様な働き方について認識を深め、ともに働く仲間として支

えあう組織風土を築き上げることが必要です。 

（カ）ハラスメントのない職場環境づくり 

 ・ハラスメントに関する正しい理解の促進や、日頃から相談しやすい職場の雰囲気づくりに

努めるなど、引き続き防止対策に取り組むことが必要です。 
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エ 臨時・非常勤職員に係る人事管理 

 ・臨時・非常勤職員が、高い意欲を持って能力を十分に発揮して勤務できるよう適切な勤務

環境を整備するとともに、学校現場で臨時的に任用される講師も含め、職務の内容と責任

に応じた処遇が確保されることが必要です。 

 ・教員の多忙解消を図り、正規教員と講師の間に不合理な処遇格差を生じさせないためには、

正規教員の比率向上を進めていくことも重要です。 

 

オ 高齢期の雇用問題 

 ・国による制度設計等の動向を注視し、若年・中堅層職員も含めた人事管理全体の見直しや、

人事評価に基づく昇任管理の厳格化など、本県の実情に沿った制度設計となるよう検討す

ることが重要です。 

 

（２）職員の給与に関する報告 

ア 公民給与の較差 

企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内775の民間事業所のうちから、163事

業所を抽出し、職種別民間給与実態調査を実施しました。当該調査において、４月分の公民

給与について、役職・学歴・年齢別に対比して公民較差を算出した結果、月例給については、

職員の給与が民間従業員の給与を１人当たり平均142円下回っていました。 

  イ 改定の基本方針 

   月例給 

   ・較差が小さく国の勧告後の俸給表構造を基本とした改定は難しいため、給料表改定を見送

ることとしました。 

   ・諸手当についても改定に見合う較差ではない等の理由により、改定を見送ることとしまし

た。 

  ウ 改定すべき事項 

ボーナス（特別給） 

・職員の期末・勤勉手当の支給月数（4.45月）が、民間のボーナスの支給割合（4.49月分）

を下回っていることから、支給月数を 4.50月に引き上げ 

・引上げ分は、勤勉手当に配分 

    エ 実施時期 

    令和元年 12月 1日 

ただし、令和２年度以降の勤勉手当の見直しは、令和２年４月 1日から実施 

 

（３）住居手当 

   本県の住居手当の支給実態や国や他の地方公共団体の状況等を踏まえ、その取扱いについて

検討することとします。 

 

（４）その他の課題 

  ア 今後の給与制度のあり方 

   ・本県の給料水準は、国や他の地方公共団体と比較すると、若年層はほぼ均衡しているのに

対し、中高齢層は高くなっています。人材の確保が大きな課題となっていることから、こ
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れまでの給料表改定の考え方を踏まえつつ、今後の給与制度のあり方を検討していく必要

があります。 

  イ 高齢期職員の給与 

・定年の 65歳への段階的な引上げについての国や他の地方公共団体の動向を注視しつつ、定

年延長を見据えた人事管理や本県の実情に沿った制度設計に対応した高齢職員の給与のあ

り方について検討していく必要があります。 

ウ 「能力・実績に基づく人事管理」に伴う給与制度の確保 

・給与制度はこれ単体では効果的に機能せず、公平性・客観性が確保された人事評価及びそ

れを基礎として行われる任用があって初めて適正な給与制度が確立され、また、その運用

方法についても適正性が求められます。任命権者においては、これらの視点を共有しつつ

人事管理上の問題について取り組む必要があり、「能力・実績に基づく人事管理」に伴う

給与制度を確保していくことが必要です。 

 

３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

（１）勤務条件に関する措置の要求の件数 

令和元年度の措置要求事案はありませんでした。 

平成 31 年 3 月

31 日現在未処

理件数 

平成 31年 4月 1

日～令和 2 年 3

月 31 日の措置

要求件数 

平成 31年 4月 1

日～令和 2 年 3

月 31 日の処理

件数 

左の内訳 

令和 2年 3月 31

日現在未処理件

数 

平成 31 年 3 月

31 日現在未処

理件数にかかる

処理件数 

平成 31年 4月 1

日～令和 2 年 3

月 31 日の措置要

求にかかる処理

件数 

0 0 0 0 0 0 

 

４ 不利益処分に関する審査請求の状況 

（１）不利益処分に関する審査請求の件数 

令和元年度においては、新たな審査請求事案が２件ありました。 

区 分 
平成 31 年 3

月 31 日現在

未処理件数 

平成 31 年 4

月 1日～令和

2年 3月 31日

の審査請求

件数 

平成 31 年 4

月 1日～令和

2年 3月 31日

の処理件数 

左の内訳 

令和 2年 3月

31 日現在未

処理件数 

平成 31 年 3

月 31 日現在

未処理件数

にかかる処

理件数 

平成 31 年 4

月 1日～令和

2年 3月 31日

の審査請求

にかかる処

理件数 

懲戒処分 1 1 1 1 0 1 

その他処分 0 1 1 0 1 0 

計 1 2 2 1 1 1 
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発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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